
 

 

【抜粋】子ども・子育て支援法（平成二十四年八月二十二日法律第六十五号） 

  

（市町村等における合議制の機関）  

第七十二条 市町村は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その

他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。 

一 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第三十一条第二項に規定する事項を処理するこ

と。 

二 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、第四十三条第二項に規定する事項を処理するこ

と。 

三 市町村子ども・子育て支援事業計画に関し、第六十一条第七項に規定する事項を処理すること。 

四 当該市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な

事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。 

２ 前項の合議制の機関は、同項各号に掲げる事務を処理するに当たっては、地域の子ども及び子

育て家庭の実情を十分に踏まえなければならない。 

３ 前二項に定めるもののほか、第一項の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、市町

村の条例で定める。 

 

（特定教育・保育施設の確認）  

第三十一条    

２ 市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするときは、第七

十二条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他

の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければ

ならない。 

 

（特定地域型保育事業者の確認）  

第四十三条 

２ 市町村長は、前項の規定により特定地域型保育事業（特定地域型保育を行う事業をいう。以下

同じ。）の利用定員を定めようとするときは、第七十二条第一項の審議会その他の合議制の機関

を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ど

も・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。 
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 （市町村子ども・子育て支援事業計画）  

第六十一条   

７ 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、第七十

二条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の

場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければな

らない。 

 

【抜粋】児童福祉法（昭和二十二年十二月十二日法律第百六十四号） 

（保育の実施） 

第二十四条    

② 市町村は、前項に規定する児童に対し、認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園

（子ども・子育て支援法第二十七条第一項の確認を受けたものに限る。）又は家庭的保育事業等

（家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう。以下同

じ。）により必要な保育を確保するための措置を講じなければならない。 

 

（家庭的保育事業等） 

第三十四条の十五  

② 国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府令の定めるところにより、市町村長の認可を得て、

家庭的保育事業等を行うことができる。 

④ 市町村長は、第二項の認可をしようとするときは、あらかじめ、市町村児童福祉審議会を設置

している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては児童の保護者その他児童福祉に係

る当事者の意見を聴かなければならない。  

 


